
現
在
、
現
業
組
合
員
は
、
県

職
に
お
い
て
は
全
11
支
部
の
う

ち
９
支
部
＋
本
部
直
轄
で
21
分

会
に
97
人
、
病
院
組
合
２
分
会

に
19
人
、
合
計
１
１
６
人
で
す
。

県
職
の
場
合
で
は
、
現
業
組

合
員
の
い
る
９
支
部
の
内
１
分

会
の
み
が
３
支
部
と
な
り
、
実

態
と
し
て
「
支
部
単
位
」
で
は

な
く
、
分
会
単
位
で
の
活
動
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
こ
れ

を
踏
ま
え
た
組
織
運
営
の
見
直

し
を
提
起
し
ま

し
た
。

今
後
、
支
部

等
代
表
者
会
議

や
職
場
集
会
な

ど
の
機
会
を
通

じ
て
議
論
を
行

い
、
今
後
の
対

応
に
つ
い
て
よ

り
よ
い
案
に
ま

と
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

①
組
織
運
営
の
基
本
を｢

支
部｣

か
ら
「
分
会
」
単
位
に

組
織
運
営
の
基
本
を
、
現
行

の
「
支
部
単
位
」
か
ら
、
現
状

に
合
わ
せ
て
「
分
会
単
位
」
に

見
直
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

②
「
支
部
等
代
表
者
会
議
」
を

「
職
場
代
表
者
会
議
」
に

大
会
に
次
ぐ
機
関
会
議
と
し

現
在
２
か
月
に
１
回
の
割
合
で

「
支
部
等
代
表
者
会
議
」
を
開

催
し
て
現
業
評
議
会
の
取
り
組

み
を
具
体
化
し
て
い
ま
す
。

支
部
等
代
表
者
は
、
各
支
部

で
代
表
者
を
選
出

し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
各
分
会

（
２
人
以
上
）
単

位
で
選
出
す
る
現

業
職
場
代
表
者
で

構
成
す
る
「
現
業

職
場
代
表
者
会
議
」

（
仮
称
）
に
、
現

状
に
合
わ
せ
て
見

直
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
支
部
代
表
で

は
な
く
該
当
職
場
を
代
表
す
る

役
割
に
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

③
大
会
代
議
員
も
支
部
単
位
の

選
出
を
職
場
単
位
で
選
出
に

現
業
評
議
会
定
期
大
会
（
12

月
に
開
催
）
の
代
議
員
は
、
支

部
毎
の
現
業
組
合
員
数
を
基
礎

に
支
部
毎
に
選
出
し
て
い
ま
す

が
、
各
分
会
の
現
業
組
合
員
数

を
基
礎
に
分
会
毎
に
選
出
す
る

よ
う
に
見
直
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
現
業
組
合
員

の
い
る
全
て
の
分
会
か
ら
代
議

員
を
選
出
で
き
る
よ
う
に
し
、

現
業
組
合
員
の
声
を
代
表
で
き

る
よ
う
に
し
ま
す
。

愛知県職連合
現 業 評 議 会

名古屋市中区三の丸3-2-１
愛知県東大手庁舎４階

代 表 052-951-4036
Ｆ Ａ Ｘ 0120-930-340

http://www.aichikenshoku.gr.jp
gengyou18@aichikenshoku.gr.jp

現業の組織運営の見直し

職場集会の開催

給与実態調査の概要（２面）

２０１８年５月３１日

№１８０３

５月現在の現業組合員116人＜正規107人､再任用９人＞です。

４月以降職場集会の開催を提起し
て、今年度最初の職場集会が５月７
日に｢愛知病院｣で開催されました。
愛知病院は来年度に岡崎市民病院

との統合が予定されており、今後の
対応について意見がありました。
本部からは白頭議長、病院組合執

行委員長も参加しました。

現
業
評
議
会
定
期
大
会
の
運
動
方
針
で
、
本
庁
舎
支
部

は
支
部
代
表
者
が
選
出
で
き
ず
、
奥
三
河
支
部
は
組
合
員

が
１
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
の
運
動
方
針

に
お
い
て
「
本
庁
舎
支
部
・
奥
三
河
支
部
の
あ
り
方
に
つ

い
て
、
組
合
本
部
と
協
議
し
て
い
き
ま
す
。
」
と
し
て
い

ま
し
た
。

見
直
し
案
の
概
要
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。
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21技師級 17 人 16.0% 37.12歳 5.76年

16主任級 71 人 67.0% 47.93歳 24.88年 41.59年 17.50歳

53.89年 26.26年
主任経験
年　　数 11.06年

合　計 106 人 100.0% 47.60歳 22.45年

職　級
在職者平均 昇任時平均

15主査級 18 人 56.22歳 28.64年

人　数
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０
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級別の組合員構成

4・5級の右端は
2017年＝増設部分
2018年＝最高号給到達者

①
各
職
級
別
の
概
要

生
年
月
日
・
採
用
年
月
日
・

昇
任
年
月
日
の
デ
ー
タ
に
つ
い

て
次
の
②
～
④
に
つ
い
て
職
級

別
に
ま
と
め
た
一
覧
で
す
。

②
年
齢
別
の
構
成

５
歳
刻
み
の
年
齢
構
成
で
す
。

平
均
年
齢
は
47
・
60
歳
、
採

用
時
の
平
均
年
齢
は
25
・
13
歳

で
す
。

③
勤
続
年
数
別
の
構
成

５
年
刻
み
の
勤
続
年
数
の
構

成
で
す
。

平
均
勤
続
年
数
は
22
・
45
年

で
す
。

④
職
級
別
の
構
成

職
級
別
の
構
成
で
す
。

前
年
度
と
比
べ
て
技
師
級
の

割
合
が
増
え
、
主
査
級
が
減
っ

て
い
ま
す
。

⑤
給
料
表
の
級
別
分
布

現
業
職
給
料
表
の
級
別
分
布

で
す
。

級
別
分
布
に
大
き
な
変
動
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
増
設
号
給
適

用
者
は
昇
格
者
を
除
き
最
高
号

給
に
切
り
替
わ
っ
て
い
ま
す
。

⑥
昇
給
号
給
の
分
布

昇
給
号
給
の
分
布
で
す
。

前
年
度
と
比
べ
て
昇
給
加
算

者
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
号
給
増
設
が
廃
止

さ
れ
、
最
高
号
給
に
切
り
替
え

ら
れ
る
際
に
、
号
給
が
引
下
げ

と
な
る
た
め
昇
給
加
算
の
効
果

が
消
え
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ

ま
す
。

⑦
昇
任
者

今
年
度
の
昇
任

者
が
一
人
で
あ
っ

た
た
め
、
過
去
２

年
間
の
デ
ー
タ
と
在
職
者
と
の

比
較
で
す
。
大
き
な
差
異
は
見

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

４
月
に
実
施
し
ま
し
た
現
業
給
与
実
態
調
査
に
ご
協
力
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。


